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９ 六会日大前駅周辺地区移動円滑化基本構想立案の基本方針 

９－１ バリアフリー化に対するニーズ 

六会日大前駅周辺地区の特性として以下の５点をバリアフリー化に対するニーズとしてあ 

げることができます。 

 ①歩道有効幅員の確保 

 ②縦断勾配や横断勾配などの平坦性の確保 

 ③電柱や看板などの支障物件 

  ④自転車利用者のマナー向上 

  ⑤視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

 

急な切り下げ 

 

歩道にはみ出た 

バイクや自転車 

支障となる電柱や看板 

急な横断勾配 
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（１）地区類型別整備パターンの検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 地域現況 駅周辺の基盤整

備状況 

旅客施設の現況 移動円滑化の考え方 

・主要な公共的
施設や日常

生活上必要
な施設が多
く立地して
いる地区 

・高齢者や障害
者等の通行
や施設の利

用等が日常
的に多い地
区 

・駅前広場等を

有し、移動ネ
ットワーク上
の主要な交通
拠点を形成し

ている 
・駅を中心に、
地区の骨格と

なる道路が存
在する。 

・利用者数
が１日あた

り5,000人
以上 

 

【地域拠点駅型（重点整備）】 
・駅等の旅客施設のバリアフリー化を推進する。

・駅周辺地区において幅の広い歩道整備や歩道の
段差の解消など、バリアフリー化を重点的・一
体的に推進する。 

・利用者数
が１日あた
り5,000人

以上 

 

【日常生活利用駅型（重点整備）】 
・駅等の旅客施設のバリアフリー化を推進する。
・駅を中心に歩車共存道路等、歩行者が優先され
るような道路を整備し、高齢者や障害者等の交
通弱者が安心して道路を利用できる環境を整
備する。 

・ホームまでの
高低差が小さ
く、小改良で車
椅子対応可能 

【日常生活利用駅型】 

・駅等の旅客施設については、駅施設の改築等に
あわせ、バリアフリー化を推進する。 

・駅を中心に歩車共存道路等、歩行者が優先され
るような道路を整備し、高齢者や障害者等の交
通弱者が安心して道路を利用できる環境を整
備する。 

駅

及
び
そ
の
周
辺
地
域 

・主に地域住民

の通勤・通学、
日常生活に使
われている交
通拠点および
その周辺地域 

・駅前広場が存
在しない。ま
たは比較的小
規模な駅前広

場が存在する 
・駅周辺に地域
の骨格となる
道路が存在し
ない。 

・利用者数

が１日あた
り5,000人
未満 ・ホームまでの

高低差が大き
く、車椅子対応
とするには大

改良が必要 

【日常生活利用駅型（代替整備検討）】 
・駅等の旅客施設のバリアフリー化は、他の移動
手段による代替も含めて検討を行い、整備を進
める。 

・駅を中心に歩車共存道路等、歩行者が優先され
るような道路を整備し、高齢者や障害者等の交
通弱者が安心して道路を利用できる環境を整

備する。 

・公共交通機関
として主に

バスが利用
されている
地域 

－ － － 【バス地区型】 
・バス路線に歩道を積極的に整備するとともに高

齢者や障害者等においても使いやすいバス停
の整備を行う。（注） 

そ
の
他
の
地
域 

・主に自転車・
徒歩により
移動する地
域 

－ － － 【自転車・徒歩地区型】 
・高齢者や障害者等の交通弱者が安心して道路を
利用できる環境を整備する。 

（注）バス規制緩和の動向により見直しが必要 

 藤沢市交通バリアフリー化基本方針では、藤沢市域を「地域現況」、「駅周辺の基盤整備状

況」、「旅客施設の現況」により分類し「藤沢市移動円滑化の考え方」として６つの整備パタ

ーンに整理しています。 

９－２ 藤沢市地区別バリアフリー化整備パターン 
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（２）地区特性別整備基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地域拠点駅型
（重点整備）

日常生活
利用駅型

日常生活利
用駅型（代
替整備検

討）

バス路
線沿線

その他
の地区

商業・業務等の
地域の拠点であ
り、鉄道やバス
等により交通拠
点を形成してい
る地区

藤沢駅
湘南台駅
長後駅
辻堂駅

利用交
通手段
混在型

駅周辺は区画整
理がされ、小規
模な駅前広場を
有する。駅へは
バス、徒歩、自
家用車、自転車
等の多様な交通
手段が利用され
ている地区

目白山下駅

自転
車・歩
行者ア
クセス
型

駅周辺は主にス
プロール的に市
街地が形成され
ている。駅前広
場や骨格となる
道路網が形成さ
れておらず、駅
への主たるアク
セス手段が徒
歩、自転車と
なっている地区

石上駅
柳小路駅
鵠沼駅
湘南海岸
駅

観光地
型

日常生活の駅と
しても使われて
いるが、観光地
との役割も有す
る地区

湘南江の島

主にバ
ス路線
におけ
る歩行
空間整
備を図
る。

交通弱
者が安
心して
利用で
きる道
路環境
づくり
を図
る。

駅施設の
改築等に
合わせ適
時BF化を
図る。

他の移動手
段による代
替手法併用
も検討す
る。

バス停
のBF
化。

地域ﾆｰｽﾞに基
づく道路整備
や基盤整備に
伴うBF化。

特定経路の設定または特定経路を代替
する準特定経路の検討を行い、駅を中
心に、歩車共存、歩行者優先道路の環
境整備を図る。

六会日大
前駅
善行駅

BF化を積極的に推進する。旅客施設等

法に基づく重点整備地区を指定する
とともに駅施設を中心とした地区の
一体的BF化。

駅施設を中心とした
地区の問題箇所のBF
化。

特定経路を主とし
た歩行空間の総合
的な整備を図る。
特定経路を補完す
る準特定経路の検
討。

Ｂ
Ｆ
化
整
備
手
法

基本的な考
え方

道路等

藤沢本町
駅
本鵠沼駅
鵠沼海岸
駅

片瀬江ノ
島
江ノ島駅

5,000人以上 5,000人未満

整備パターン

駅
周
辺
の
地
区
特
性

日
常
生
活
拠
点

商業業務・
地域拠点

1日乗降客数

駅・ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ徒歩圏域 徒歩圏域外

日常生活利用駅型
（重点整備）

 藤沢市内において、駅周辺の状況を踏まえて地区特性の整理を行いました。今後、整備を進

める上では、これらの特徴をふまえ、住民ニーズを勘案し、順次整備を進めていくものとしま

す。 
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（３）整備方針の検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 藤沢市内における移動円滑化の整備方針について、整備パターンごとに整理を行いました。

○駅およびその周辺地域（地域拠点駅型、日常生活利用駅型） 

 

地域拠点駅型（重点整備） 
日常生活利用駅型 

（重点整備） 

日常生活 

利用駅型 

 

日常生活 

利用駅型 

（代替整備検討）

駅 

施設 

・エスカレーター、エレベーター、

誘導ブロック、スロープ、手すり

等を設け、すべての人が安全で快

適に利用できるようにする。 

同   左 

───── 

（駅施設等の改

築等に合わせ、

適時バリアフリ

ー化を進める。） 

───── 

（他の移動手段

による代替も含

めて検討を行い、

整備を進める。）

駅前 

広場 

・駅前広場の段差や勾配等の改善お

よび誘導ブロックの設置を行い、

すべての人が安全で快適に移動

できるようにする。 

・わかりやすい案内の提供を行う。

同   左 

───── 

（駅施設等の改

築等に合わせ、

適時バリアフリ

ー化を進める。） 

───── 

（他の移動手段

による代替も含

めて検討を行い、

整備を進める。）

道路 

・歩道は十分な有効幅員の確保、

段差や勾配等の改善等の整備を

行い、連続した歩行空間の確保

を進める。 

・高齢者や障害者等の道路横断の

安全性を高めるため、音響や高

齢者感応を付加した信号機の設

置を進める。 

・違法駐輪・看板等の障害物を取

り除くため、取り締まりや啓発

活動を進める。 

・車いす利用を考慮した

段差の解消や障害者

のための案内設備の

整備といった対策を

進めるとともに、ハン

プ、狭さく等の物理的

デバイスの導入によ

り、地区内を走行する

自動車の速度を、地区

に見あった速度まで

低下させる。 

・違法駐輪・看板等の障

害物を取り除くため、

取り締まりや啓発活

動を進める。 

同   左 同   左 
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①六会日大前駅を中心とした重点整備地区の設定 

 六会日大前駅は、駅前広場や自転車駐車場を有した日常生活利用型の駅で、

既に駅施設のバリアフリー化が図られています。この六会日大前駅を中心とし

た移動円滑化の考え方としては、地区内に立地する文教施設や商業施設との協

働のもと、高齢者や障がい者等、だれもが安心して道路や施設を利用できる環

境を整備することが重要です。このため、重点的・一体的に整備を進めるため

重点整備地区を設定するものとし、まちあるき調査や検討会議の結果を踏まえ、

市民センターや公園、学校などの生活関連施設を含む、駅を中心とした概ね１

ｋｍの範囲を設定しました。 

 

②生活関連施設相互間の生活関連経路の設定 

今回設定を行う生活関連経路は、高齢者、障がい者などが日常生活または社

会生活において利用する、六会日大前駅、六会市民センター、公園、学校など

の生活関連施設相互間を結ぶ経路として設定します。生活関連経路として設定

した道路の歩道については、特に重点的に整備を行う経路として、道路特定事

業などを実施し、高齢者、障がい者だけでなく、すべてのひとに歩きやすく、

わかりやすい、まちの骨格的な道路として整備を行います。 

 

③準生活関連経路の設定 

 道路条件や地形条件などの理由から、移動円滑化の基準を満たすことが困難

な経路については「準生活関連経路」として位置づけ、今後の望ましい方向軸

を設定し、中長期的な展望を示します。 

 

 

 

六会日大前駅周辺地区におけるバリアフリー化を速やかに、かつ効果的に実現

するための基本的な方針として以下の３点を設定します。 

 

①六会日大前駅を中心とした重点整備地区の設定 

②生活関連施設相互間を結ぶ生活関連経路の設定 

③準生活関連経路の設定 

９－３ 六会日大前駅周辺地区における基本方針 
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 重点整備地区は六会日大前駅を中心として徒歩圏内（概ね半径１ｋｍ以内）に高齢者・障がい者等が利

用する主要施設（官公庁、医療施設等）を含む区域としました。区域境は主要な道路、河川、鉄道、町丁

目境等を総合的に勘案して策定しました。 重点整備地区の概要は以下の通りです。 

・面積：1.86km2 ・人口（平成 20 年 10 月）：1.13 万人（注）・人口密度：6,100 人／km2     

出典：統計年報（平成 21 年度）「藤沢市」（注）自治会の一部が含まれる区域は面積により人口を按分した 

図６ 重点整備地区位置図 

１０．六会日大前駅周辺地区移動円滑化基本構想(案)の検討 

１０－１ 重点整備地区の検討 

 
凡    例 

    

官公庁施設 

    教育施設 

    商業施設 

    公園 

    福祉施設 

重点整備地区 

重点整備地区 
 
亀井野の一部 
亀井野一丁目 
亀井野二丁目 
亀井野三丁目 
亀井野四丁目 
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六会日大前駅 

総合教育センター 

六会中学校 

六会小学校 

六会幼稚園

ヨークマート

郵便局

日本大学

日大高校

亀井野小学校

地神の森公園

つるかめ
六会駅前公園

 ５
００ｍ 

 １
ｋ
ｍ
 

六会保育園 

駅周辺生活関連施設の現況

凡    例 

    

 

生活関連施設 

官公庁施設 

    教育施設 

    商業施設 

    公園 

    福祉施設 

重点整備地区 

六会市民センター 

（消防署）
犬久保公園 

亀井野保育園 

三屋道公園 

唐池公園

老人ホーム（睦愛園） 

藤沢養護学校 

 

総合教育センター 
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表 5 生活関連経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリアフリー法では、旅客施設を含む生活関連施設間を結ぶ経路のうち、特にバリアフリ

ー化を重点的に整備していく経路について「生活関連経路」と位置づけ、道路特定事業等を

実施することとなっています。また、整備にあたっては、可能な限り幅員や段差、勾配など

を移動円滑化基準に適合させなければならないことになっています。六会日大前駅周辺地区

では、駅から六会市民センター相互間を結ぶ経路などについて、地域の骨格となる経路とし

て特にバリアフリー化を図っていくこととし、以下のように設定しました。 

 ※ 設定の基本的な考え方 

・駅から生活関連施設（多数の高齢者や身体障がい者等が日常生活又は社会生活において利

用すると認められる施設）までの経路を設定します 

・駅を中心として、日常、多くの人に使われており、地域の骨格となる経路を設定します 

以上の条件より、六会日大前駅を中心に、動線となる生活関連経路の選定を行いました。

選定した経路は以下の８本であり、総延長は２．１２ｋm となっています。また、中長期

的な整備方針を示した経路として、「準生活関連経路」を 2 本設定しました。総延長は１．

４８ｋｍとなっています。「準生活関連経路」については、道路特定事業などの短期的な整

備は困難ですが、今後の望ましい方向軸を設定し、中長期的な展望を示します。 

１０－２ 生活関連経路の設定 

№ 経　　路
経由する

主な施設（経路）
延長 路線名 備考

1
六会日大前駅東口ロータ
リー

０．２３ｋｍ 生活関連経路

2
六会日大前駅西口ロータ
リー

０．１２ｋｍ 生活関連経路

3
六会日大前駅西口ロータ
リー～西口通り線（日大北
門）

０．１５ｋｍ 生活関連経路

4
駅東口口ータリー
～　国道467号線交差点

ヨークマート ０．２７ｋｍ
六会駅

東口通り線
生活関連経路

5
国道467号線交差点
～　旧町田県道

０．３５ｋｍ
六会駅

東口通り線
生活関連経路

6
国道467号線
～　六会市民センター

０．１７ｋｍ 国道467号線 生活関連経路

7
国道467号線
～　亀井野小学校

０．４０ｋｍ 国道467号線 生活関連経路

8
駅東口ロータリー
～　六会2号踏切付近

０．４３ｋｍ 六会349号線 生活関連経路

9
六会2号踏切付近
～　藤沢養護学校

０．７３ｋｍ
六会375号線
他5路線

準生活関連経路

10
駅西口ロータリー
～　六会小学校

県道菖蒲沢戸塚線 ０．７５ｋｍ
六会1号線
他1路線

準生活関連経路
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図７ 生活関連経路 凡      例 

 

     重点整備地区 
 

生活関連経路 
 
         準生活関連経路として 

今後の望ましい方向軸 

重点整備地区：バリアフリー化を実施する地区 
生活関連経路：主動線として重点的に整備バリアフリー 

化を図る道路 
準生活関連経路：今後の望ましい方向軸 

 №1 

 №２ 

№３

 №４ 

 №５ 
 

№
６

 
 

№
７

 

 
№

８
 

 
№10 

 
№

９
 

 
凡    例 

    

官公庁施設 

    教育施設 

    商業施設 

    公園 

    福祉施設 

重点整備地区 

重点整備地区 
 
亀井野の一部 
亀井野一丁目 
亀井野二丁目 
亀井野三丁目 
亀井野四丁目 
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（１）駅を中心とした生活関連経路の段差解消 

六会日大前駅は、駅前広場や自転車駐車場を有する日常生活利用型の駅ですが、駅

周辺には生活関連施設が点在し、基本的な歩行者動線は駅を中心に構成されています。

このため、道路特定事業については、駅から各施設を結ぶ路線を設定し、段差解消や

視覚障がい者誘導用ブロックなどの整備を行います。 

 

（２）東口通り線の自転車走行環境の整備 

現在、幅員１６ｍの東口通り線については、自転車交通量が１日約１，０００台と

自転車利用者の多い路線となっています。また、沿道には商業施設などもあることか

ら、歩行者と自転車利用者が輻輳している状況にあります。このため、当該路線の幅

員構成の見直しなどを含め、バリアフリー化を図ることで安全で利便性の高い路線を

構築します。 

 

（３）地域が取り組むソフト施策の充実 

【広報・啓発】 

・生活関連経路の沿道住民（商店主）に対するバリアフリーの理解促進 

【教育】 

・自転車利用のマナー向上 ・違法駐輪撲滅 ・その他、迷惑行為撲滅 

【防犯・事故対策】 

・駅前ロータリーの樹木の適性化 ・防犯カメラの設置 

【環境】 

・街路灯のＬＥＤ化の推進 ・地域による緑化の推進 

 

「問題点と課題の整理」において整理を行った課題をもとに、特定事業として留意すべき事項

の検討を行いました。六会日大前駅周辺地区のバリアフリー化については、藤沢市全体のバリア

フリー化整備基本方針を受けた整備を行うことが前提になりますが、地区特性を考慮し、特に六

会日大前駅周辺地区において特定事業計画を立案する際に留意すべき事項としては以下の 3 点が

あげられます。 

・駅を中心とした生活関連経路の段差解消 

  ・東口通り線の自転車走行環境の整備 

  ・地域が取り組むソフト施策の充実 

１０－３ 特定事業として特に留意すべき事項 


